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相模原市教育委員会 
   相模原市立青少年相談センター 



 

 

相模原市には１０９校の公立小・中学校があります。そこに在籍する多

くの子どもたちは、毎日元気に学校に通い、学習に、遊びに、部活動にと、

たくさんのエネルギーを注いでいます。時にイヤなことがあったり、休み

たいと思ったりすることもあるでしょうが、それでも多くの子どもたちは

休まず登校しています。 

その一方で、残念ながら学校を長期にわたり欠席している子どもたちも

います。その中には、学校に行きたいのに行けなくなってしまった子、大

きな集団の中にいると気持ちがとても不安定になり登校できなくなって

しまった子、人と会うことができなくなり、家や部屋から出られなくなっ

てしまった子などがいます。学校や家庭は、欠席が長期化している子ども

たちへのかかわりに対し、大きな戸惑いを抱いています。 

青少年相談センターでは、今まで多くの不登校・登校渋りの子どもたち

の相談に携わってきました。その中には、様々な人たちからの適切なかか

わりを受け、再び自分の力で歩き始めた子どもたちがいます。また、青少

年教育カウンセラーから、「学校を長く休んでいる子どもたちの中には、

再び動き始めるチャンスをうかがっている子がいる」という声を聞くこと

もあります。再チャレンジしようとしている子どもたちに対し、学校や家

庭、地域、関係諸機関は、どのようにかかわればよいのでしょうか。 

そこで、青少年相談センターの取り組み、青少年教育カウンセラーの意

見などをもとに、具体的なかかわり方をまとめた冊子『ぼくとわたしの再

チャレンジ！！』を発行しました。 

不登校・登校渋りの子どもたちへの支援には、学校だけでなく、家庭・

地域・関係諸機関の連携を欠かすことはできません。この冊子が、学校関

係者のみならず、それを支える多くの方々の手に届き、再び動き始めた子

どもたちを支えるための一助になることを心から願っています。 

 

平成２３年２月  

青少年相談センター 所長    山 口 則 夫 
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（１）文部科学省が定義する「不登校児童生徒」とは「何らの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないある

いはしたくともできない状況にあるために、年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由による者を除いたもの」としている。 
 

〈１〉 

Ⅰ 欠席が長期化しているときに 

１ 様々な（１）不登校の要因 
 
欠席が長期化している場合、改めて「なぜ学校に行けなくなってしまったのか」を把

握し直すことが大切です。不登校には様々な要因があります。 
①文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」から 

平成２１年度の相模原市の公立小・中学校の不登校者数（年間３０日以上の欠席）は、

小学校１８１人（在籍者数の 0.47％）、中学校８６４人（4.72％）、全体で１,０４５人

（1.84％）となっています。主な要因として小学校、中学校ともに「その他本人に関わ

る問題」「いじめを除く友人関係をめぐる問題」「親子関係をめぐる問題」などが挙げら

れます。この他にも様々な要因があり、不登校のきっかけは多様化しています。 
 ②青少年相談センターでの相談状況から 

  平成２１年度の来所相談・電話相談の総数は、１１,１３７件でした。その内「不登校」

を主訴とする相談は５,１８２件（46.5％）です。主な要因は、複数の要因が重なり合っ

た「複合型」３,１８９件（61.5％）、「不安などの情緒的混乱型」８３５件（16.1％）、「学

校生活に起因する型」７７１件（14.9％）となっています。 
 ③欠席理由の具体例 

～「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の自由記述から抜粋～ 

【小学校】 
 ・友だちや指導者とのコミュニュケーションをうまくとれない。 
 ・進級してクラス替えがあり、学習や友だち、新担任になじめなかった。 
 ・発達面で課題があり、大きな集団での学習環境に適応できない。 
 ・母親が病気のため、登校してくることができない。 
 ・家族が登校しなくて良いと判断している。 
 ・夜中までゲームをしていて朝起きられない。 
 ・兄の怠学する姿を見ているうち、本人も学校へ行かなくなった。 
【中学校】 
・人とのコミュニケーションがうまくとれず、不安を感じてしまう。 

 ・本人は「学校が遠くて面倒くさい。」と言っている。 
・家庭が学校の意義を認めないケース。 

 ・親の関わりの少なさを取り戻そうとする退行現象がある。 
 ・心のエネルギー切れによる集団への不適応。 
・精神的な疾患により、引きこもりの状態が続いている。 

 ・非行傾向が強く、深夜徘徊や不定期登校を繰り返す。 



（２）青少年相談員：民生委員児童委員、保護司及びその他教育委員会が認めた者を、青少年相談員として委嘱している。      
 

〈２〉 
 

２ 支援のための情報整理 

  
欠席が長期化している子どもの支援策を検討するためには、不登校の要因を把握すると

ともに、次のように情報を整理します。 
これまでの取り組み、現在の状況、回復過程にある子どもの状態に視点をあててみまし

ょう。 

（１）これまでの取り組みを振り返ってみましょう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎今まで、どんな取り組みをしてきましたか？ 

チェックをしてみましょう 

 
□ 休み始める前の状況を把握した。 

（休み始めたきっかけ、欠席状況、学習状況） 
□ 休み始めから現在までの経過を、前担任や家庭にたずねた。 
□ 得られた情報から不登校の要因を把握した。 
□ 電話で様子をたずねている。 
□ 手紙を出している。 
□ 家庭訪問をしている。 
□ 電話や手紙、家庭訪問で行事、試験などの予定を伝え、働きかけている。 
□ 学習プリントや教材など、届けてよいかを確認して届けている。 
□ 休んでいても、学級の一員であることを伝え続けている。 
□ 本人と話ができた時は、軽い話題や本人の興味関心のあることにふれ、

タイミングをみて学校や進路等について話をしている。 
□ 放課後登校や別室（保健室、相談室等）での対応をしている。 
□ 学校出張相談や青少年相談センターにつなげている。 
□ 各区のこども家庭相談課、児童相談所、県警少年相談・保護センター等

の相談機関につなげている。 
□ （２）青少年相談員の協力を得ている。 
□ 関係者間でケース会議を開催している。 
 
★その他、取り組んできたことがありますか？ 



 
 

〈３〉 

（２）現在の状況を知りましょう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆連携している関係機関 

□ 青少年相談センター 

□ 学校教育課 

□ 各区のこども家庭相談課 

□ 児童相談所 

□ 各区の生活支援課 

□ 陽光園 

□ 県警少年相談・保護センター 

□ その他（         ） 

◆地域・その他 

□ 青少年相談員 

□ 民間の施設 

□ その他（         ） 

◆本人 

□ 好きな遊び、趣味、本、雑誌、音楽等興味をもっているものがある。 
□ 好きな（得意な）学習がある。 
□ 休みの日には、外出したり気の合う友だちと遊んだりできる。 
□ 青少年相談センターや学校の相談室に行くことができる。 
□ 先生に会うことができる。 
□ 学校の友だちに会うことができる。 
★その他 

◆家庭 

□ 家庭が安定している。 

□ 担任（または他の教職員）と保護者が定期的に会ったり、話したりでき

ている。 

□ 保護者が相談機関につながっている。 

★その他 

◆学校の支援体制 

□ 担任だけでなく、かかわる教職員の協力態勢ができている。 
□ 学級以外の居場所が、学校内にある。 
★その他 

 



【Ａカウンセラーのひと言】◆ありののままの子ども（不登校状態であっても）を、そのまま受け止めることとは・・・実は受け止め

る側の親、教師の価値観を試されることに等しい。だからこそ容易なことではない。しかしそうした大人の本気の受け止めをしてもら 
って、初めて子どもは自分自身と直面し、葛藤し、前進する力を得ることができる。 

〈４〉 

（３）青少年教育カウンセラーから見た、再登校に向けたサイン 

 休み始めるきっかけは様々であっても、いったん不登校になると、その回復には同じよ

うな過程をたどるといわれています。欠席が多くなると、学校に行けないことが大きな重

荷になっていきます。このような状態の時は、子どもたちへ働きかけても学校へなかなか

気持ちが向かないものです。「見守る」期間がしばらく続きます。 
しかし、次のようなサインが出てきたら、子どもたちの気持ちが学校へ向き始めていま

す。  

【 小学生 】 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

【 中学生 】 

 
 
 
 
 
 
 
＜ こんなサインも見逃さないで ! ＞ 

                                        
家庭で「おはよう」などの挨拶をするようになる。 
家庭での手伝いが増えたり、自分の部屋を整理したりするようになる。 

    理髪店や美容院に行って髪を整えるようになる。 
    学用品や制服を気にするようになる。 
    
 こんなサインが見られたら、チャンスです。子どもたちに対して家庭や学校から少しず

つ働きかけをしていきましょう。 

「つまらないなぁ」

「ヒマ」と言い出す。 

放課後や休日に 
友だちと一緒に遊べる。 

 

学校やクラスの話を 
し始める。 

親がいなくても、担任や友だち

と行動し始める。（低学年） 早寝早起きになる。 

勉強をし始める。（高学年） 

自分にあった進路につ

いて考え始める。 

昼夜逆転が改善し

始める。 

学校のことをいやな顔をし

ないで話し始める。 

家庭で学習をし始める。 

メールや電話等で同じ学校の

友だちとの関わりが増えてくる。 



【Ｂカウンセラーのひと言】◆本人を信じること。本人は「行きたい」と思っているのに、「怠けている」「もうちょっとで行けるでし

ょう」と周りが思っていると、子どもは「わかってもらえない」と、言葉で言われなくても雰囲気から察してしまう。不登校の子ども

は、周囲からは「怠けている」と誤解されてしまう場合があるが、自分が学校に行かないことで罪悪感をもっていることが多い。子ど

もがエネルギーを取り戻すためには、家族が子どもの状態を理解し、安心して過ごせるようにする。 
〈５〉 

Ⅱ 具体的なかかわりを始めましょう〈青少年教育カウンセラーからの意見〉 

さて、「再登校に向けたサイン」が見られたら、具体的なかかわりを開始します。学校や

家庭、子どもの状況に合わせて、無理なくできることから始めます。「見守る」だけの時期

は過ぎつつあります。 

１ 学校のかかわり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆働きかけましょう 

登校する兆しが現れた時には、時間割、持ち物、校舎（教室） 
に入る時のタイミング等を事前に十分先生と確認し合うことが大

切です。そして登校できたときは、つい大きく喜んでしまいがち

ですが、あえて“自然に”接するようにします。 

◆安心して過ごせる居場所を作りましょう 

可能な範囲で、一時的に休める場所や時間を設けます。また別室で学

習する場合、学習課題を提供します。決して“いる”だけにならないよ

うに配慮することが大切です。学級内では、無理なく取り組める役割を

任せて、集団参加しやすいようにします。 

◆学習支援をしましょう 

長く学校を休んでいると、高学年や中学生は、学習の遅れがとても不安にな 

ります。学習進度を事前に伝え、状況に応じ、補助教材を準備したり、個別的

な学習場面を設定したりします。 

中学生には進路に関する情報や資料を、適宜提供します。 

◆スモールステップで進みましょう 

登校は一気に欲張らず少しずつ進めます。（最初は校門まで。次に昇降口、相談

室・・・そして教室等）できそうな学習、興味あることを手がかりに、登校の意

欲付けをします。 
学年のかわり目などは、登校をステップアップするチャンスです。本人の意向 

を聞き、どのように新学期をスタートさせるか、よく話し合えるといいですね。 



【Ｃカウンセラーのひと言】◆浅く離れずの関係（進入せず見捨てない）をとる。昨日できたことが、今日できない、という波がある。

「不登校」は子ども自らの意思で再登校できるための「心身のエネルギーの充電期」と捉える。子どもが望まない関わりで、傷つくこ

ともある。 

〈６〉 
 

２ 家庭のかかわり 

 

★その他のかかわり 

◆寄り添いましょう 

できないことには触れず、できたこと、頑張ったことを一緒に喜びます。ま

た登校の意思を示しても「断ることのできる」よびかけをすることも大切です。 

◆生活リズムを整えましょう 

談笑しながら楽しく食事をします。普通に接することも大切です。 
また、休みたいときのルールを作りましょう。（なんとなく休まない） 

◆気分転換する場を設けましょう 

再登校したときは心身ともに疲れているので、その気持ちを理解し、一緒に気分転換をしま 
しょう。好きなことをして過ごせる自由時間を保障します。 

◆学校とつながっていましょう 

たとえ、まだ子どもが先生に会えなくても、保護者が学校にプリントをもらいに行く 
など、保護者が学校に足を運ぶ機会をつくりましょう。 

◆青少年相談センター 

市内４つの相談室でも、青少年教育カウンセラーによる面接ができます。継続面接をしながら「相談指導

教室」への通室をし、学校復帰をめざすことができます。また、地域の青少年相談員の協力を得ながら、日

常のさりげない見守りをしたり、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）が、より積極的に子どもの環境に

働きかけたりすることができます。 

☆青少年教育カウンセラー：学校や相談室での面接で、再登校に向け動き始めた子どもやその保護者を、心理の 

専門家としてしっかりサポートします。 

☆青少年相談員：民生委員児童委員、保護司及びその他教育委員会が認めた者を青少年相談員として委嘱して、

地域からの声かけや見守り等の対応をします。 

☆スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）：児童生徒のおかれている環境改善を図り、福祉機関と連携し、ケー

ス会議を開催したり、学校内にチーム支援体制を構築したりします。（平成 23 年度から配置予定） 

◆各区のこども家庭相談課、児童相談所、各区の生活支援課、県警少年相談・保護センター 

養育上課題があり、不登校状態が続いている場合には、家庭への積極的アプローチが必要になります。 

ＳＳＷとともに関係諸機関と連携し、ケース会議に参加するなど、一緒に対応策を考えることができます。 

また、非行が顕著な場合には、県警少年相談・保護センターと連携しながら進めることができます。 



【Ｄカウンセラーのひと言】 ◆子どもの考えや気持ちを確認しつつ、親としての思いも伝え、両者が折り合いのつけられる決着点（次

にどうしていくか、何を目標とするか）を良く話し合ってさがす。 

〈７〉 
 

Ⅲ ぼくとわたしの再チャレンジ〈再び動き始めた子どもたち〉 

様々な人たちからの適切なかかわりを受けることで、不登校の子どもたちはエネルギー

をため、再び自分の力で動き始めます。青少年相談センターでは、今までにこうして再チ

ャレンジをしてきた子どもたちに、たくさん出会ってきました。実際の事例を紹介します。 

１ 再チャレンジ事例 

 （１）担任・支援教育コーディネーター・青少年教育カウンセラーによる連携 

  ○欠席状況：年間 30 日以上の欠席 
    ○不登校になった時期：小学校５年生 
    ○経緯 

小学校４年生時、物を壊す、暴力、離室等、行動上の問題が顕著であった。５年

生当初、同様の問題行動を繰り返しており、「殴ったときには謝る」「勝手に帰った

ときは、保護者からすぐに学校に電話をする」「物を壊したら保護者と一緒に謝りに

来る」ことを、担任が本人及び保護者と約束し、それを毎回の問題行動のたびに繰

り返していた。４月末から学校に来る日数は減り始め、５～６月はほとんど登校し

なくなった。その後、担任による学級内での居場所づくりや青少年教育カウンセラ

ーとの母子面接を行う。また支援教育コーディネーターを中心に、具体的な支援策

を検討したことで、少しずつ状況が改善し、安定した登校ができるようになった。 
 
◆復帰までの流れ 

いつ だれが 何を行ったのか どのような効果が現れたか 
小５ 
９月 

学級担任 仲のよいクラスの友だちに

よる放課後遊びや学校への

誘い。 

運動会の練習をきっかけに登校できる

ようになった。学級の中での居場所を

確保することで、クラスの仲間とのコ

ミュニケーションをとることができる

ようになった。 
小５ 
９月 

青少年教育カ

ウンセラー 
母子への相談室での面接。 困っていることや、どのようにしてい

きたいのかを把握し、担任と連携しな

がら具体的な支援をすることで、本人

の達成感が高まってきた。 
小５ 
 ９月 
   ～ 
 

支援教育コー

ディネーター 
担任・青少年教育カウンセラ

ーとの情報共有及び、具体的

な対応の方向性の検討会。 
（２週間に１度） 

その時々の本人の状態を把握すること

ができたことで、学校生活を送る上で

の無理のない課題設定ができ、学校生

活に適応するようになってきた。 
小５ 
１月 

  遅刻早退はあったが、ほぼ毎日登校す

ることができるようになった。 
 



【Ｅカウンセラーのひと言】◆「急に行けるようになる可能性」に配慮して関わる。本人の言葉を信頼し、それに沿ったサポートをす

る。だめだった時の立て直しについても、あらかじめ考えておく。できないだろうと決めつけない。 

〈８〉 
 

 

 （２）学校・児童相談所・青少年教育カウンセラー・相談指導教室による連携 

 
    ○欠席状況：小学校入学から１日も登校していない 
    ○不登校になった時期：小学校１年生 
    ○経緯 

家庭内の問題で父親が子を学校に通わせなかった。教育委員会、児童相談所等の

働きかけに応じず、中学２年生にあたる１４歳まで一度も学校に通うことはなかっ

た。児童相談所担当者、指導主事が関わり、中学２年生の３学期末に相談指導教室

につながる。実質的にここから学校との関係が始まった。相談指導教室では、家庭

（父と子）と学校（校長、生担、学年主任、担任、）をつなげていく役割を担うこと

になった。相談指導教室で父親と校長が面接し、続いて父親、本人と担任が対面し

た。１学期の準備期間を経て、２学期から通室生のまま、相談指導教室から学校へ

登校する形をとった。進路が決まり、家から直接通える状態になったところで通室

終了とした。 
   
  
◆復帰までの流れ 

いつ だれが 何を行ったのか どのような効果が現れたか 
中２ 
３月 

児童相談所担当者 
指導主事 

父親を説得し、子どもを学

校に通わせるように促し

た。 

相談指導教室への通室を開始す

ることができた。 

中３ 
 ４月 

相談指導教室担当者 
青少年教育カウンセ

ラー 

保護者・本人の面接。 通室日数を増やすことができた。

他の相談指導教室通室生との交

流で同級生との接し方を学ぶな

ど、社会経験を積むことができ

た。 
中３ 

９月 
学校・担任 
相談指導教室担当者 

登校支援、学校での見守

り。 
初めて学校に登校することがで

き、集団に入ることができた。 
中３ 

３月 
学校・担任 
相談指導教室担当者 

進学に向けての学習支援、

進路指導を行った。 
後期選抜で公立高校全日制に合

格。学校復帰を果たし、卒業式に

出席することができた。 
 
 
 



〈９〉 

２ 相談指導教室通室児童生徒の声 

 

～中学校相談指導教室通室生徒の卒業時の言葉～ 
 

わたしは、体型や見た目でいじめられて学校に行けなくなりました。中学校１年から相談指導教室に通い 

    始めました。特に３年生の６月から毎日通うようになり、勉強も頑張りました。担任の先生が心配してくれて、 

    いろいろ教えてくれたので高校に行きたいと思いました。高校に入ることができるように相談指導教室の先生 

と毎日勉強しました。公立高校全日制普通科を目指しましたが、前期選抜では合格することができません 

でした。後期選抜では、全日制と定時制の両方を受けてみることにしました。全日制の試験が終わると、定 

時制の勉強を始めました。全日制は受からないと思っていたのに、なぜか全日制に受かってしまいました。 

とてもうれしかったです。せっかくつかんだ全日制の高校なので、今は通学など苦しいこともありますが、頑張 

って通って卒業したいです。 

 

 

ぼくは、学校でいい加減なことばかりしていて、勉強もしませんでした。そして、不登校になりました。３年生の 

５月から相談指導教室に通い出しましたが、毎日通うことはできなくて、つい遊んでいました。しかし、１１月か 

らはほぼ毎日通い、勉強も始めました。中学を卒業したら高校に行きたいと思ったからです。目指すは、通信 

制高校です。ぼくは、あまり勉強ができませんでしたので、相談指導教室の先生にはとても迷惑をかけたと思 

います。ぼくなりに頑張って高校に合格することができました。入学のときにトラブルもありましたが、今も相談指 

導教室の先生にお世話になりながら、朝５時に起きて、高校に通っています。今までの自分では、考えられな 

い生活をしています。 

 

 

～中学校相談指導教室通室生徒～        ～小学校相談指導教室通室児童～ 

 
《２学期初日に通室生徒が述べた個人の目標》 

「少しずつ学校に行けるようになってきているので、

もっと学校に行き、行事などに参加していきたい。」 

 

「３年生なので、受験もあるので、毎日、相談指導教

室に通いながら、学習にしっかり取り組みたい。」 

 

「夏休み中は、部活動にほとんど毎日参加できたので、

２学期は少しでも学校に行けるようにしたい。」 

 

「夏休みは、今までにないくらい勉強をした。２学期

も受験に向けて勉強を頑張っていきたい。」 

 

「２学期は、時間の無駄を減らし、やるべきことと、

やりたいことの両立ができるようにしたい」 

 

 

《卒業生が通室児童に送った言葉》 

「教室に通うと元気になるよ。自分がやりたいと

思うことをどんどんやってね」 

 

「今まで仲良くしてくれてありがとう。これから

も思いやりの心を忘れずにがんばってくださ

い」              

《日常の活動を終えての感想》 

「今日は、おべんきょうをしました。トランプも

しました。ダウトをしてかちました。楽しかっ

たです。水そうのそうじもしました。くさかっ

たけど楽しかったです」 

 

「今日は午後にスポーツをしました。一番最後に

やった野球が楽しかったです。かっとばせまし

た！！」 



◆ 参考文献・引用資料 

・続 上手な登校刺激の与え方 （小澤美代子編著  ほんの森出版） 
・不登校の予防と再登校援助  （小林正幸著  ほんの森出版） 
・「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 平成２１年度 文部科学省 
・ティーチャーズ・ガイドⅡ チームで取り組む日々の実践と不登校への対応 
                   平成１７年３月 神奈川県立総合教育センター 

◆連絡先一覧 
【青少年相談センター】 

相模湖相談室 ０４２－６８２－７０２０ 
城山相談室  ０４２－７８３－６１８８ 
センター   ０４２－７５２－１６５８ 
南相談室   ０４２－７４９－２１７７ 

 
【各区のこども家庭相談課】  
※子どもと家庭、子育て等に関する相談 

  緑こども家庭相談課   ０４２－７７５－８８１５  
  中央こども家庭相談課  ０４２－７６９－９２２１ 
  南こども家庭相談課   ０４２－７０１－７７００  
 
※子どもの発達や障害・療育に関する相談 

  緑こども家庭相談課   ０４２－７８３－８１２９ 
  中央こども家庭相談課  ０４２－７５６－８４２４ 
  南こども家庭相談課   ０４２－７０１－７７２７ 
  
【陽光園】   ０４２―７５６－８４１０ 
【児童相談所】 ０４２－７３０－３５００ 
【県警少年相談・保護センター 相模原方面事務所】  ０４２－７４１－３８８７ 
 
 
 

 
相模原市の小・中学生の不登校者数は昨年度に比べて若干減少したものの、まだまだ

学校へ一歩を踏み出せない子どもたちがいます。 
様々な要因が絡み合って起こる不登校に「これをすれば治る」という特効薬はありま

せん。しかしながら、子どもたちの持つ可能性は大きく、いつの日か、内にこもったエ

ネルギーが外に向かい始める時が来ると考えられます。そのタイミングを見逃さず、学

校や家庭・地域・関係諸機関が協力し、子どもの持つエネルギーを外に引き出すことが

できたらと思い、本冊子を作成しました。 
この冊子を活用していただくことで、一人でも多くの子どもたちが学校へ復帰できた

ら幸いです。 

あとがき 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

相模原市教育委員会 

相模原市立青少年相談センター 

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/soudan/ 

〈相模湖相談室〉  緑区与瀬８９６ 相模湖総合事務所３Ｆ 

〈城山相談室〉    緑区久保沢１－３－１ 城山総合事務所第２別館２Ｆ 

〈センター〉       中央区中央３－１３－１３  

〈南相談室〉      南区相模大野５－３１－１ 

 
【モバイル青少相】 

平成２３年２月発行（訂正版） 


